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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　骨の内部に骨接合インプラントを挿入するときの案内として利用するガイドピンを、前
記骨の内部に適正な角度をもって適正な位置に挿入するためのガイドピン挿入補助具であ
って、
　前記適正な角度および前記適正な位置に配される適正位置と、前記適正な角度に延びる
軸線を中心とした回転方向に前記適正位置から外された非適正位置との間で回転移動可能
に設けられる本体部を備え、
　前記本体部は、Ｘ線の透過する板状の透過部と、該透過部に支持されて前記軸線方向に
非連続に複数設けられたＸ線の透過しない非透過部を備えており、
　前記非透過部は、
　複数の前記非透過部の一部が前記軸線方向と交差する方向のうち前記透過部の平面方向
に重なって配置されることにより、前記本体部が前記適正位置に配されたときに、前記軸
線方向に沿って直線状になる一方の群と、
　該一方の群と対向して設けられると共に、複数の前記非透過部の一部が前記軸線方向と
交差する方向のうち前記透過部の平面方向に重なって配置されることにより、前記本体部
が前記適正位置に配されたときに、前記軸線方向に沿って直線状になる他方の群とを備え
るものであり、
　前記本体部が前記非適正位置に配されたときに、前記軸線方向に交差する方向に延びる
前記非透過部の第１の幅寸法が、前記本体部が前記適正位置に配されたときに、前記軸線
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方向に交差する方向に延びる前記非透過部の第２の幅寸法よりも大きくなっていることを
特徴とするガイドピン挿入補助具。
【請求項２】
　前記非透過部は、
　前記第２の幅寸法が、複数の前記非適正位置における第１の幅寸法に対して、最も小さ
くなるように設けられていることを特徴とする請求項１に記載のガイドピン挿入補助具。
【請求項３】
　前記非透過部は、
　前記本体部が前記適正位置に配されたときに、前記軸線を挟んで対向配置されるように
複数設けられていることを特徴とする請求項１又は請求項２に記載のガイドピン挿入補助
具。
【請求項４】
　前記対向配置された複数の前記非透過部の間において、前記ガイドピンが案内されるよ
うに前記非透過部が設けられていることを特徴とする請求項３に記載のガイドピン挿入補
助具。
【請求項５】
　前記透過部は、板状に形成されており、
　前記透過部の一方の主面に前記一方の群の前記非透過部が設けられ、前記透過部の他方
の主面に前記他方の群の前記非透過部が設けられていることを特徴とする請求項１から請
求項４のいずれか一項に記載のガイドピン挿入補助具。
【請求項６】
　前記一方の群の前記非透過部と前記他方の群の前記非透過部とが、平面視して交差する
ように設けられていることを特徴とする請求項５に記載のガイドピン挿入補助具。
【請求項７】
　前記非透過部は、長尺状に形成されているものであり、前記一方の群と前記他方の群の
それぞれにおいて、隣り合う前記非透過部のうちの一つの前記非透過部の先端部がもう一
つの前記非透過部の後端部よりも先端側に延ばされているものであることを特徴とする請
求項１から請求項６のいずれか一項に記載のガイドピン挿入補助具。
【請求項８】
　前記本体部を支持し、前記軸線方向に延ばされる筒状部材を挟持する把持部を備え、
　前記把持部の長さ寸法は、前記筒状部材の外径よりも長くなっていることを特徴とする
請求項１から請求項７のいずれか一つに記載のガイドピン挿入補助具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ガイドピンの骨への挿入を補助するガイドピン挿入補助具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、例えば大腿骨頸部骨折などの治療には、骨接合インプラントを骨の内部に挿入し
、この挿入した状態で固定することにより、骨折部を固定、補強することが行われている
（例えば、特許文献１参照。）。
　従来、大腿部頸部骨折における骨接合インプラントの挿入は、以下のように行われてい
た。すなわち、図１１に示すように、鉤状に形成された補助具１００にインプラント本体
１０２を連結した状態で、Ｘ線照射画像を見ながら、インプラント本体１０２を骨幹部Ｂ
２に埋め込む。このとき、後述するラグスクリュー１０４が、骨折部Ｂ３を跨いで骨頭部
Ｂ１の適切な角度および位置に配されるように、インプラント本体１０２の角度や位置を
適正に調整する。
　そして、この状態から、図１２に示すように、先端部に雄ネジ部を有するガイドピン１
０３を、ハンドドリルなどにより回転させながら、筒状ガイド１０１を通して、骨頭部Ｂ
１の内部の所定の位置までねじ込む。
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【０００３】
　次に、ラグスクリュー１０４を用意する。なお、ラグスクリュー１０４とインプラント
本体部１０２により、図１３に示す骨接合インプラント１０７が構成される。ラグスクリ
ュー１０４は、ガイドピン１０３よりも大径に設定されるとともに、その内部にガイドピ
ン１０３を通すことができるように筒状に形成されたものである。また、ラグスクリュー
１０４の先端には、雄ネジ部が形成されている。
　また、インプラント本体１０２の軸線方向と、ラグスクリュー１０４の軸線方向とのな
す角θは、例えば１３５度、１４５度とあらかじめ設定されて構成されている。
　このラグスクリュー１０４の設置を、以下のようにして行う。ラグスクリュー１０４の
先端の挿入孔から、骨内に入れられたままのガイドピン１０３の後端部を挿入させて、ラ
グスクリュー１０４を、ガイドピン１０３の先端部に向けて押し進め、先端が骨頭部Ｂ１
内の所定の位置に到達するまでねじ込む。そして、ラグスクリュー１０４をねじ込んだ状
態のまま、ガイドピン１０３を取り外す。
　さらに、図１４に示すように、ラグスクリュー１０４を固定するネジ１０５と、インプ
ラント本体１０２を固定するネジ１０６を締めて、補助具１００を取り外す。
　これにより、インプラント本体１０２が骨内に設置される。
　これら処置によれば、骨頭部Ｂ１が骨幹部Ｂ２に固定、補強され、骨折部Ｂ３を適正に
接合させることができる。
【０００４】
　ここで、上述のように、インプラント本体１０２の軸線方向と、ラグスクリュー１０４
の軸線方向とのなす角θは、あらかじめ決められていることから、ラグスクリュー１０４
を案内するガイドピン１０３についても、そのガイドピン１０３の挿入時の軸線方向と骨
幹部Ｂ２の骨軸方向とのなす角が正確に角θと一致するとともに、ガイドピン１０３が骨
頭部Ｂ１の適正な位置に配されるように、ガイドピン１０３を所定の挿入ポイントから所
定の角度に正確に挿入する必要がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００９－２４７６８１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、上記の処置では、ガイドピン１０３の挿入を、Ｘ線照射画像を見ながら
勘や経験などを頼りに行わなければならないため、その挿入を一回で正確に行うのは極め
て困難であるという問題がある。また、それが困難であるため、ガイドピン１０３が骨頭
部Ｂ１の中心からズレたり、角θからズレてしまうことが多く、このようなときにはガイ
ドピン１０３を一端抜いてから改めて挿入し直さなければならないため、患者に過大な負
担を与えてしまう。
【０００７】
　本発明は、このような問題を解決するためになされたもので、ガイドピンを骨の内部に
挿入する前にその適正な挿入ポイントや挿入角度を容易に求めることができ、骨内の適正
な位置、角度にガイドピンを容易に挿入することができるだけでなく、患者の負担を大幅
に減少させることができるガイドピン挿入補助具を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題を解決するために、本発明は以下の手段を提供する。
　本発明は、骨の内部に骨接合インプラントを挿入するときの案内として利用するガイド
ピンを、前記骨の内部に適正な角度をもって適正な位置に挿入するためのガイドピン挿入
補助具であって、前記適正な角度および前記適正な位置に配される適正位置と、前記適正
な角度に延びる軸線を中心とした回転方向に前記適正位置から外された非適正位置との間
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で回転移動可能に設けられる本体部を備え、前記本体部は、Ｘ線の透過する板状の透過部
と、該透過部に支持されて前記軸線方向に非連続に複数設けられたＸ線の透過しない非透
過部を備えており、前記非透過部は、複数の前記非透過部の一部が前記軸線方向と交差す
る方向のうち前記透過部の平面方向に重なって配置されることにより、前記本体部が前記
適正位置に配されたときに、前記軸線方向に沿って直線状になる一方の群と、該一方の群
と対向して設けられると共に、複数の前記非透過部の一部が前記軸線方向と交差する方向
のうち前記透過部の平面方向に重なって配置されることにより、前記本体部が前記適正位
置に配されたときに、前記軸線方向に沿って直線状になる他方の群とを備えるものであり
、前記本体部が前記非適正位置に配されたときに、前記軸線方向に交差する方向に延びる
前記非透過部の第１の幅寸法が、前記本体部が前記適正位置に配されたときに、前記軸線
方向に交差する方向に延びる前記非透過部の第２の幅寸法よりも大きくなっていることを
特徴とする。
 
【０００９】
　この発明によれば、ガイドピンを骨の内部に挿入する前にその適正な挿入ポイントや挿
入角度を容易に求めることができ、骨内の適正な位置、角度にガイドピンを容易に挿入す
ることができるだけでなく、患者の負担を大幅に減少させることができる。また、この発
明によれば、本体部において、軸線方向のクリアランスを大きくすることができ、視野を
良好にすることができる。加えて、この発明によれば、一方の群の非透過部と他方の群の
非透過部との間でガイドピンを案内することができ、手技を容易にすることができる。ま
た、この発明によれば、軸線方向から交差する方向から見たときに、非透過部を連続した
一直線上に配することができる。そのため、ガイドピンの案内を容易にすることができる
。
【００１０】
　また、本発明は、前記非透過部が、前記第２の幅寸法が、複数の前記非適正位置におけ
る第１の幅寸法に対して、最も小さくなるように設けられていることを特徴とする。
【００１１】
　また、本発明は、前記非透過部が、前記本体部が前記適正位置に配されたときに、前記
一方の群の前記非透過部と前記他方の群の前記非透過部が、それぞれ、前記軸線方向に沿
って直線状になるように設けられていることを特徴とする。
【００１２】
　また、本発明は、前記非透過部が、前記本体部が前記適正位置に配されたときに、前記
軸線を挟んで対向配置されるように複数設けられていることを特徴とする。
【００１３】
　また、本発明は、前記対向配置された複数の前記非透過部の間において、前記ガイドピ
ンが案内されるように前記非透過部が設けられていることを特徴とする。
【００１４】
　また、本発明は、前記透過部が、板状に形成されており、前記透過部の一方の主面に前
記一方の群の前記非透過部が設けられ、前記透過部の他方の主面に前記他方の群の前記非
透過部が設けられていることを特徴とする。
【００１５】
　また、本発明は、前記一方の群の前記非透過部と前記他方の群の前記非透過部とが、平
面視して交差するように設けられていることを特徴とする。
【００１６】
　この発明によれば、本体部を非適正位置に配したときに、Ｘ線照射画像上で、非透過部
を目視確認しやすくすることができるだけでなく、本体部を非適正位置から適正位置に回
転移動させたときの第２の幅寸法を見つけやすくすることができる。
【００１７】
　また、本発明は、前記非透過部が、長尺状に形成されているものであり、前記一方の群
と前記他方の群のそれぞれにおいて、隣り合う前記非透過部のうちの一つの前記非透過部
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の先端部がもう一つの前記非透過部の後端部よりも先端側に延ばされているものであるこ
とを特徴とする。
 
【００１８】
　また、本発明は、前記本体部を支持し、前記軸線方向に延ばされる筒状部材を挟持する
把持部を備え、前記把持部の長さ寸法が、前記筒状部材の外径よりも長くなっていること
を特徴とする。
【００１９】
　この発明によれば、筒状部材を確実に挟持することができ、術中に、把持部が筒状部材
から外れてしまうことを防止することができる。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明によれば、ガイドピンを骨の内部に挿入する前にその適正な挿入ポイントや挿入
角度を容易に求めることができ、骨内の適正な位置、角度にガイドピンを容易に挿入する
ことができるだけでなく、患者の負担を大幅に減少させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本発明の実施形態におけるガイドピン挿入補助具を示す平面図である。
【図２】図１のガイドピン挿入補助具を反対面から見た様子を示す平面図である。
【図３】図１のガイドピン挿入補助具の非透過部を平面方向Ｅから見た様子を示す平面図
である。
【図４】図１の把持部を軸線Ｎ方向から見た様子を示す説明図である。
【図５】図４の筒状部材よりも大きな外径の筒状部材を挟持する様子を示す説明図である
。
【図６】本体部が非適正位置Ｐに配されたときの様子を示す平面図である。
【図７】本体部が適正位置Ｙに配されたときの様子を示す平面図である。
【図８】図７の状態から、ガイドピンを挿入したときの様子を示す平面図である。
【図９】本体部の他の形状を示す斜視図である。
【図１０】図９の本体部を平面方向から見た様子を示す平面図である。
【図１１】従来のガイドピン挿入補助具を示す図であって、骨接合インプラントを骨内に
挿入した様子を示す平面図である。
【図１２】図１１の状態から、ガイドピンを挿入した様子を示す平面図である。
【図１３】図１２の状態から、ラグスクリューを挿入した様子を示す平面図である。
【図１４】図１３の状態から、骨接合インプラントを骨内に固定した様子を示す平面図で
ある。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　以下、本発明の実施形態におけるガイドピン挿入補助具について、図面を参照して説明
する。
　図１および図２は、本発明の実施形態としてのガイドピン挿入補助具１を示したもので
ある。
　ガイドピン挿入補助具１は、板状に形成された本体部１１と、手で把持される把持部１
２とを備えている。本体部１１と把持部１２とは、回転軸部Ａを介して回転可能に連結さ
れている。
　本体部１１は、Ｘ線を透過する透過部１１４と、Ｘ線を透過しない非透過部１１１とを
備えている。
　透過部１１４は、例えば樹脂、木材などからなっており、透明または半透明であること
が好ましい。また、透過部１１４は、板状に形成されており、円弧状に延ばされている。
なお、透過部１１４の基端側から先端側に向けられた方向が長さ方向Ｌとなる。すなわち
、長さ方向Ｌは、本体部１１の平面方向Ｅから見たときの本体部１１の延在方向となる。
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また、透過部１１４の凸側の長辺部が凸状縁部１１４ａとなり、凹側の長辺部が凹状縁部
１１４ｂとなる。
【００２３】
　非透過部１１１は、例えば金属からなっており、線状または棒状などのように長尺状に
形成されている。また、非透過部１１１は、透過部１１４の一方の主面１１４Ａに３つ、
他方の主面１１４Ｂに３つ設けられている。一方の主面１１４Ａに設けられたものが非透
過部（一方の非透過部）１１１Ａ，１１２Ａ，１１３Ａであり、他方の主面１１４Ｂに設
けられたものが非透過部（他方の非透過部）１１１Ｂ，１１２Ｂ，１１３Ｂである。
　非透過部１１１Ａ，１１２Ａ，１１３Ａは、透過部１１４の基端側から先端側に向けら
れ、かつ、凸状縁部１１４ａから凹状縁部１１４ｂに向けられて一方の主面１１４Ａに固
定されている。すなわち、非透過部１１１Ａ，１１２Ａ，１１３Ａは、透過部１１４の基
端側から先端側にそれぞれ斜めに向けられている。換言すれば、非透過部１１１Ａ，１１
２Ａ，１１３Ａは、本体部１１の平面内における幅方向（長さ方向Ｌに直交する方向）Ｆ
１に延在している。そのため、非透過部１１１Ａ，１１２Ａ，１１３Ａは、本体部１１を
正面から見たとき（平面視したとき）の幅方向Ｆ１の幅寸法ｆ１（第１の幅寸法）が、平
面方向Ｅから見たとき幅方向Ｆ２（図３に示す）の幅寸法ｆ２（第２の幅寸法）よりも、
大きくなっている。
　さらに、非透過部１１１Ａ，１１２Ａ，１１３Ａは、一体として形成されておらず、長
さ方向Ｌには互いに非連続となっている。
【００２４】
　また、非透過部１１１Ａの先端部は、非透過部１１２Ａの後端部よりも透過部１１４の
先端側に延ばされており、さらに、非透過部１１２Ａの先端部は、非透過部１１３Ａの後
端部よりも透過部１１４の先端側に延ばされている。すなわち、非透過部１１１Ａ，１１
２Ａ，１１３Ａは、平面方向Ｅから見て、互いに重なるように配置されており、これによ
り、図３に示すように、非透過部１１１Ａ，１１２Ａ，１１３Ａは、平面視して連続した
一直線状に配されるようになっている。
【００２５】
　また、非透過部１１１Ｂ，１１２Ｂ，１１３Ｂは、透過部１１４の先端側から基端側に
向けられ、かつ、凸状縁部１１４ａから凹状縁部１１４ｂに向けられて他方の主面１１４
Ｂに固定されている。すなわち、非透過部１１１Ｂ，１１２Ｂ，１１３Ｂは、透過部１１
４の先端側から基端側にそれぞれ斜めに向けられており、長さ方向Ｌに互いに非連続とな
っている。さらに、これら非透過部１１１Ａ，１１２Ａ，１１３Ａと、非透過部１１１Ｂ
，１１２Ｂ，１１３Ｂとは、平面視した場合に、Ｘ状に重なる（クロスする）ようになっ
ている。
　なお、非透過部１１１Ｂ，１１２Ｂ，１１３Ｂの配置は、向き以外は非透過部１１１Ａ
，１１２Ａ，１１３Ａと同様であるため、詳細な説明は省略する。
【００２６】
　把持部１２は、所定の間隔を空けて対向配置された、対をなす板状部材１２１と、これ
ら板状部材１２１の間に設けられたスペーサ部材１２２とを備えている。
　なお、板状部材１２１の間に、本体部１１が配されている。また、板状部材１２１の長
さ方向の途中部分には、把持しやすいように、緩やかな凹部１２１１が形成されている。
　板状部材１２１は、それらの間に筒状ガイド（筒状部材）３０が配されることにより筒
状ガイド３０を挟持するようになっている。
　また、スペーサ部材１２２は、図４に示すように、板状部材１２１の長さ方向Ｍの一端
側に偏心して配置されている。スペーサ部材１２２のうち、長さ方向Ｍの他端側には、一
端側に向けて先細りするすり鉢状のテーパー１２１２が形成されている。
【００２７】
　次に、このように構成された本実施形態におけるガイドピン挿入補助具１の動作につい
て説明する。
　図６に示すように、鉤状の補助具２０にインプラント本体４０を連結させる。そして、
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補助具２０に筒状ガイド３０を挿通させる。この状態で、Ｘ線照射画像を見ながら、イン
プラント本体４０を骨幹部Ｂ２に埋め込んでいく。
　このとき、ラグスクリューが骨頭部Ｂ１の適切な位置に配されるように、インプラント
本体４０の位置を調整する必要がある。不図示のラグスクリューとインプラント本体４０
により、骨接合インプラントが構成される。
　なお、骨頭部Ｂ１の適正な位置で適正な角度に延びる仮想的な軸線を軸線Ｎとする。た
とえば、骨頭部Ｂ１の中心または中心よりやや下方のポイントを通り、かつ骨幹部Ｂ２の
骨軸とのなす角θが、１３５度または１４５度となる仮想線が軸線Ｎとなる。
【００２８】
　さらに、筒状ガイド３０の後端部を板状部材１２１の間に配し、板状部材１２１によっ
て、筒状ガイド３０を挟持する。これにより、ガイドピン挿入補助具１が、軸線Ｎを中心
として回転可能な状態になる。すなわち、本体部１１が、非適正位置Ｐと適正位置Ｙ（図
７に示す）との間を、軸線Ｎを中心として回転移動するようになる。
　なお、適正位置Ｙは、Ｘ線照射画像の正面（患者の正面）に対して本体部１１が立てら
れた位置であり、本体部１１の平面方向ＥとＸ線照射画像の正面から見た方向とが一致す
る位置をいうものである。これは、長さ方向Ｌと軸線Ｎ方向とが一致した位置でもある。
一方、非適正位置Ｐとは、Ｘ線照射画像の正面に対して本体部１１が寝かされた位置であ
り、本体部１１の平面方向ＥとＸ線照射画像の正面から見た方向とが直交する位置をいう
ものである。
【００２９】
　さて、本体部１１を非適正位置Ｐに配した状態で、インプラント本体４０を骨幹部Ｂ２
に埋め込んでいく。なお、非透過部１１１は、長さ方向Ｌに非連続であるので、連続され
ている場合よりも、長さ方向Ｌのクリアランスが大きくなっている。そのため、Ｘ線照射
画像や術部を目視するときに、非透過部１１１が他の部位を邪魔することなく、操作しや
すくなる。
　そして、インプラント本体４０の位置を骨幹部Ｂ２の内部で微調整する。このとき、本
体部１１を軸線Ｎを中心に回転移動させて、本体部１１を適正位置Ｙに配する。非透過部
１１１は、幅方向Ｆ１に延在していることから、本体部１１を立てていくにしたがって、
非透過部１１１の幅寸法ｆ１が次第に小さくなっていく。そして、本体部１１が適正位置
Ｙに配されたときに幅寸法が最も小さくなり、適正位置Ｙを超えると、また幅寸法は大き
くなっていく。すなわち、非透過部１１１の幅寸法が最も小さくなった状態（幅寸法ｆ２
）で、本体部１１の回転を止めれば、本体部１１は適正位置Ｙに配される。このとき、本
体部１１と把持部１２とを、回転軸部Ａを介して回転させることにより、患者の体型に応
じて、本体部１１の位置をさらに調整することができる。この状態で、図７に示すように
、対向する非透過部１１１の間が軸線Ｎ上を通るように、インプラント本体４０などの全
体の位置を微調整する。
【００３０】
　それから、筒状ガイド３０の後端から、図８に示すように、ガイドピン５０を挿入して
いく。このとき、対向する非透過部１１１の間が軸線Ｎ上であるから、非透過部１１１の
間にガイドピン５０が配されるようにして、ガイドピン５０を骨頭部Ｂ１に向けて押し進
めていく。これにより、ガイドピン５０は、軸線Ｎ上を進んでいく。非透過部１１１は、
平面方向Ｅから見て、連続して一直線上に配されているため、ガイドピン５０を押し進め
る際のガイドとなる非透過部１１１を見失うことなく、容易にガイドピン５０を押し進め
ることができる。
　それから、ガイドピン５０の先端が、骨頭部Ｂ１の適正な位置に配されたところで、ガ
イドピン５０の進行を止める。これにより、ガイドピン５０が適正な角度をもって適正な
位置に配される。
　その後は、ガイドピン５０の後端からラグスクリューを押し進めていき、インプラント
本体４０が固定される。
【００３１】
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　以上より、本実施形態におけるガイドピン挿入補助具１によれば、幅寸法ｆ１が、幅寸
法ｆ２よりも大きくなっていることから、本体部１１を非適正位置Ｐから適正位置Ｙへと
回転移動させるときに、幅寸法が最も小さくなった地点で止めるだけで、適正位置Ｙを容
易に見つけることができる。そのため、ガイドピン５０を骨の内部に挿入する前にその適
正な挿入ポイントや挿入角度を容易に求めることができ、骨内の適正な位置、角度にガイ
ドピン５０を容易に挿入することができるだけでなく、患者の負担を大幅に減少させるこ
とができる。
　なお、本体部としては、図９に示すようなものも考えられる。この本体部７は、角柱状
に延びる透過部７０と、この透過部７０の全長にわたって延ばされた複数の非透過部７１
，７２，７３とを備えている。非透過部７１，７２は、透過部７０の底面部のうち、幅方
向Ｇの両端に設けられ、非透過部７３は、透過部７０の天面部のうち、幅方向Ｇの中央に
設けられている。このような状態のもと、適正位置Ｙを探すときには、図１０に示すよう
に、非透過部７１，７２の間に非透過部７３を配さなければならない。そのため、非透過
部７１，７２，７３の配置や順番を見分けることが困難になるだけでなく、非透過部７１
，７２の間にガイドピンを押し進めていくと、非透過部７３が重なって見えなくなってし
まい、適正位置Ｙの保持が困難になってしまう。それに対して、本実施形態におけるガイ
ドピン挿入補助具１によれば、非透過部１１１を最小の幅寸法ｆ２に合わせるという簡易
な動作だけで、容易に適正位置Ｙを見つけることができるだけでなく、非透過部１１１の
間は位置合わせに影響しないため、ガイドピン５０を挿入しても、適正位置Ｙを容易に保
持することができる。
【００３２】
　また、非透過部１１１が、長さ方向Ｌに非連続に複数設けられていることから、軸線Ｎ
方向のクリアランスを大きくすることができ、視野を良好にすることができる。すなわち
、非透過部が軸線Ｎ方向に連続的に設けられていると、軸線Ｎ方向のクリアランスが無く
なってしまうため、非透過部の裏側の多くが隠れてしまい、視野が狭くなってしまう。し
かし、本実施形態の非透過部１１１は軸線Ｎ方向に非連続であることから、視野を広く取
ることができる。
　また、非透過部１１１が、透過部１１４の一方の主面１１４Ａと他方の主面１１４Ｂの
それぞれに設けられていることから、本体部１１を適正位置Ｙに配したときに、Ｘ線照射
画像上において、一方の非透過部１１１Ａ，１１２Ａ，１１３Ａと、他方の非透過部１１
１Ｂ，１１２Ｂ，１１３Ｂとの間でガイドピン５０を案内することができ、手技を容易に
することができる。
　また、非透過部１１１が、平面視して交差するように設けられていることから、本体部
１１を非適正位置Ｐに配したときに、Ｘ線照射画像上で、非透過部１１１を目視確認しや
すくすることができるだけでなく、本体部１１を非適正位置Ｐから適正位置Ｙに回転移動
させたときの最小の幅寸法ｆ２を見つけやすくすることができる。
【００３３】
　また、非透過部１１１が、長さ方向Ｌに重ねられていることから、平面方向Ｅから見た
ときに、非透過部１１１を連続した一直線状に配することができる。そのため、ガイドピ
ン５０の案内を容易にすることができる。
　また、把持部１２が、筒状ガイド３０の外径よりも長くなっていることから、筒状ガイ
ド３０をしっかりと確実に挟持することができ、術中に、把持部１２が筒状ガイド３０か
ら外れてしまうことを防止することができる。
　また、スペーサ部材１２２にテーパー１２１２が設けられていることから、筒状ガイド
３０の外径に応じて筒状ガイド３０を確実に挟持することができる。すなわち、図４に示
すように、筒状ガイド３０の径が小さい（直径３０Ｂ１）場合、テーパー１２１２のうち
、長さ方向Ｍのより一端側で筒状ガイド３０の外壁が当接して筒状ガイド３０が挟持され
る。一方、図５に示すように、筒状ガイド３０の径が大きい（直径３０Ｂ２）場合、テー
パー１２１２のうち、長さ方向Ｍのより他端側で筒状ガイド３０の外壁が当接して筒状ガ
イド３０が挟持される。
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【００３４】
　なお、本発明の技術範囲は上記の実施形態に限定されるものではなく、本発明の趣旨を
逸脱しない範囲において、種々の変更を加えることが可能である。
　例えば、非透過部１１１の形状は、適宜変更可能である。非透過部１１１同士が交差し
ていなくてもよいし、長さ方向Ｌに重なっていなくてもよい。すなわち、ガイドピン５０
を案内できるように、長さ方向Ｌに２点以上設置または延在しており、さらに、幅寸法ｆ
１が幅寸法ｆ２よりも大きくなっていればよい。
　また、非透過部１１１は、長さ方向Ｌに連続して設けられていてもよいし、その数は一
つでも複数でもよい。
【符号の説明】
【００３５】
１　ガイドピン挿入補助具
１１　本体部
１２　把持部
１１１　非透過部
３０　筒状ガイド（筒状部材）
４０　インプラント本体
５０　ガイドピン
１１４　透過部
１４Ａ　一方の主面
１１４Ｂ　他方の主面
ｆ１　幅寸法（第１の幅寸法）
ｆ２　幅寸法（第２の幅寸法）
Ｎ　軸線
Ｐ　非適正位置
Ｙ　適正位置
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